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 鳥取県教育委員会では、臨時的任用の必要が生じた場合に、希望者の中から選考により下

記の教職員等として任用します。 

 ついては、令和９年度にこれらの任用を希望される方は、下記により、臨時的任用教職員

等希望調書を申請（提出）してください。 

 なお、選考の結果、臨時的任用教職員等の任用を依頼する場合は、鳥取県教育委員会から

電話で連絡することとなりますので御承知ください。 

 

記 

 

１ 職種 

  ・常勤講師（公立小・中・義務教育学校、県立高等学校、県立特別支援学校、県立中学

校） 

・会計年度任用職員（非常勤講師）（公立小・中・義務教育学校、県立高等学校、県立 

特別支援学校、県立中学校） 

  ・養護助教諭（公立小・中・義務教育学校、県立高等学校、県立特別支援学校、県立中

学校） 

  ・実習助手（県立高等学校、県立特別支援学校） 

  ・寄宿舎指導員、介助職員（県立特別支援学校） 

 

２ 申請（提出）方法 

  インターネットによる電子申請による 

※鳥取県の電子申請サービスのトップページにアクセスしてください。 

〇https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_initDisplay 

   オンライン申請手続きから、「令和９年度鳥取県公立学校臨時的任用教職員等希望調

書」を選択し、画面に従って必要な情報を入力後、申請してください。 

  ※電子申請での申請が難しい方に限り、紙での提出を受付けます。様式、提出先等詳細 

については、鳥取県教育委員会教育人材開発課のホームページを御確認ください。 

〇https://www.pref.tottori.lg.jp/329384.htm 

 

３ 留意事項 

（１）臨時的任用の必要が生じた場合に、申請（提出）された臨時的任用教職員等希望調書

に記入された内容をもとに、書類等により選考します。 

  ※臨時的任用教職員等希望調書を申請（提出）された方に、教職員等の任用を保障する

ものではありません。 

（２）臨時的任用教職員等希望調書の申請（提出）は随時受け付けますが、令和９年度当初



からの任用を希望する場合、令和８年９月２５日（金）までに申請（提出）してくださ

い。 

なお、令和８年度中途の任用を希望される場合は、とっとり電子申請サービスのオン

ライン申請手続きから、「令和８年度鳥取県公立学校臨時的任用教職員等希望調書」を

選択し、画面に従って必要な情報を入力後、申請してください。 

（３）令和９年度当初からの任用の依頼については、令和８年１１月中旬以降に順次、具体

的な配置校等については、令和９年３月中旬頃までに電話で連絡します。 

（４）年度中途からの任用に関しては、必要が生じた場合、その都度、電話で連絡します。 

（５）常勤講師、会計年度任用職員（非常勤講師）の場合、任用時点で有効な教育職員免許

法に定める普通免許状を有していない方は、講師として任用できません。 

（６）常勤講師、会計年度任用職員（非常勤講師）としての任用決定後は、免許状の写し及

び旧免許状所有者かつ、有効期限が切れた時点で免許職以外の職にあった方は、有効期

限が切れた時点の勤務先の在職証明書の提出が必要となります。 

（７）臨時的任用教職員として任用する際の給料（級号給）を決定するために、鳥取県教育

委員会が任用した以外の職歴に対して、証明する書類の提出を求める場合があります。 

（８）令和８年１２月２５日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者によ

る児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律に基づき、特定性犯罪歴を確認

する必要があります。任用希望者本人が戸籍情報をこども家庭庁に提出し、特定性犯罪

歴があった場合は、任用ができない場合があります。詳細は任用の依頼時等に併せてお

知らせします。 

 

４ 勤務条件等 

   任用にあたっての勤務条件等については、当課のホームページからご確認ください。 

  〇https://www.pref.tottori.lg.jp/267472.htm 

 

５ 連絡先 

  教員採用・人事企画担当（０８５７－２６－７５１３） 


